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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年９月１５日 

                          運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                             委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                             委   員  山 本 哲 也 

                             委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１月１０日（月、祝日） １１時４５分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市下津
しもつ

井
い

港南方沖  

下津井港一文
いちもん

字
じ

防波堤西灯台から真方位１３５°６５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２６.０′ 東経１３３°４７.３′） 

事故調査の経過  平成２３年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート 宗
むね

丸、１.５トン 

   ２７１－２１９５６（船舶検査済票番号）、個人所有 

７.７６ｍ（Lr）×２.０６ｍ×０.６６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６９.９kＷ、平成元年７月２０日 

Ｂ モーターボート 納
のう

田
だ

丸、５トン未満 

   ２７１－２１５７４岡山、個人所有 

６.９２ｍ（Lr）×２.０７ｍ×０.６６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、９５.６kＷ、平成元年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ  男性 ４８歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成４年３月２４日 

    免許証交付日 平成１８年８月３０日 

            （平成２４年３月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５９年１０月３１日 

    免許証交付日 平成２０年１１月２１日 

            （平成２６年１０月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾上縁材に亀裂 

Ｂ 船首に擦過傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、香川県坂出市櫃
ひつ

石
いし

島西方付近で釣りを終えて下津井港に帰港するために北進した。 

船長Ａは、左舷船首約５５°１,０００ｍ付近に前路を右方に横切る態勢

のＢ船を初認したが、Ｂ船が避航船なので、Ａ船は避けなくてもよいと思

い、操舵室右舷側で後片付けをしていたところ、平成２３年１月１０日１

１時４５分ごろ、下津井港南方沖において、Ａ船の左舷船尾とＢ船の船首

とが衝突した。 
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Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者５人を乗せ、香川県多度津町

沖で釣りをしていたが、風が強まったので岡山県玉野市田井港に帰港する

こととし、船長Ｂが、風や波でＢ船が揺れて思うような操船ができない状

態で東進中、右舷船首約１５ｍのところにＡ船を初認して右に転舵したも

のの、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、気温 ４.８℃ 

海象：海上 波高約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 西流 約１.４ノ

ット（kn） 

 その他の事項 船長Ａは、海上保安庁の調査により、本事故当時、Ａ船の速力が対地速

力約７.８knであることを知った。 

 船長Ａ及び同乗者は、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

 Ａ船は、汽笛などを装備していなかった。 

 Ａ船は、ＧＰＳプロッターを装備していないため、船長Ａは、速力が分

からず、いつも機関の回転数から速力の見当をつけていた。 

 Ａ船は、操舵輪がなく、舵棒で操舵するが、舵棒から手を離しても直進

することができた。 

 Ａ船は、本事故当時、舵や機関の故障などの不具合はなかった。 

船長Ｂは、海上保安庁の調査により、本事故当時、Ｂ船の速力が約９.０

knであることを知った。 

 船長Ｂ及び同乗者全員は、本事故当時、救命胴衣を着用していなかっ

た。 

 Ｂ船は、レーダーを装備していなかった。 

 Ｂ船は、本事故当時、舵や機関の故障などの不具合はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、下津井港南方沖において北進中、船長

Ａが、左舷前方に接近するＢ船を初認した際、Ｂ

船が避航船なので、Ａ船は避けなくてよいものと

思い込み、操舵室右舷側で後片付けをして見張り

を行っていなかったことから、接近するＢ船に気

付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、下津井港南方沖において東進中、船長

Ｂが、風や波による動揺で意図するような操船が

困難であったので、操船に意識を集中し、適切な

見張りを行っていなかったことから、衝突直前ま

でＡ船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、下津井港南方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が東進中、船

長Ａが、左舷前方に接近するＢ船を初認した際、Ｂ船が避航船なので、Ａ

船はＢ船を避けなくてよいものと思い込み、操舵室右舷側で後片付けをし

て見張りを行わず、また、船長Ｂが、操船に意識を集中し、適切な見張り

を行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。  




